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教 育 委 員 会 会 議 提 出 議 案 

 

 

 

                                    第６０号  

 

 

 

福岡県教育庁組織規則等の一部を改正する規則の制定について 

 

 

 このことを、別案のとおり提出する。 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年３月１３日  

                         教 育 長 

 

 

 

 

 

 

 

（理由） 

 教育庁本庁の組織改編等に伴い、福岡県教育庁組織規則等の一部を改正する

もの。 
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（教育庁総務企画課） 

 

 

 

 

福岡県教育庁組織規則等の一部を改正する規則 

の制定について（概要） 

  

 

１ 改正の概要 

（１）教育庁本庁の組織を見直し、教育総務部に「教育イノベーション推進課」

を新設するもの（別添資料１のとおり）。 

  〔改正する規則〕 

   ア 福岡県教育庁組織規則 

   イ 福岡県教育委員会聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則 

   ウ 福岡県教育振興審議会規則 

 

（２）その他所要の規定の整備を行うもの。 

  〔改正する規則〕 

ア 福岡県知事の補助職員に対する福岡県教育委員会の権限に属する事務

の委任に関する規則 

イ 福岡県教育委員会が実施する指導改善研修における認定の手続等に関

する規則 

 
 

２ 施行期日 

令和８年４月１日 

 

 



- 3 - 

 

 

令和８年度教育庁本庁組織の改編（課の新設）について（案） 
 

 
 

１ 概要 

  社会構造の変化やデジタル技術の発展等により教育における課題は複雑かつ多様化しているなか、 

本県の課題解決に向けて本庁各課を強くリードするため、総務企画課教育政策推進室を独立させ、将来

を見据えた教育委員会の施策の総合的企画及び推進を行う「教育イノベーション推進課」を新設する。 

特に、教育ＤＸに関して国が急速に施策を展開し公教育の在り方も変わろうとしていることに鑑み、 

新設課で本県における総合的な推進を行う。 

 

２ 教育イノベーション推進課の主な担当事務 

（１）令和９年度の総合計画及び学校教育振興プランの見直しに合わせて学校教育及び社会教育分野に

係る中長期計画の策定、その施策や事業の総合的推進 
 

（２）高校教育改革の企画（少子化や多様化するニーズへの対応、県立高校の魅力化・発信） 
  

（３）生成ＡＩの利活用推進、校務ＤＸによる事務効率化の推進 
  

（４）各課の所管する既存の教育ＤＸ関連事務事業の統括、情報基盤構築運営事業等の一本化 

 

３ 事務分掌の移管 

 

 

 

 

資料１ 

ICT教育推進室

管理係 管理係

学事企画係 学事企画係

指導班 指導班

財産・情報基盤係 財産係（係名変更）

施設係 施設係

高校教育課 高校教育課

教育ＤＸ企画係

学校教育ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進室

施設課 施設課

管理助成係 管理助成係

未来創造室 教育イノベーション推進課

総合政策係

教育政策推進室

広報室

文書・法人係 文書・法人係

人事係 人事係

令和７年度 令和８年度

総務企画課 総務課（課名変更）

総務秘書係 秘書広報係（係名変更）

政策推進
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福
岡
県
教
育
庁
組
織
規
則

等
の
一
部

を
改
正

す

る

規
則

を
制
定
し

、

こ
こ
に

公
布
す

る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月 

日 

福
岡

県

教
育
委
員

会 

福
岡
県

教
育
委
員
会

規
則
第 

号 

福
岡
県
教
育
庁

組
織
規
則

等
の

一
部
を

改

正

す

る
規
則 

 

（
福
岡
県
教
育
庁
組
織
規
則

の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

福
岡
県
教
育
庁
組
織
規
則
（
平
成
三
十
年

福
岡

県
教
育

委

員
会
規
則
第

一
号

）
の

一
部

を
次
の
よ
う
に

改
正

す
る
。 

 
 

第
八
条
第
一
号

の

表

中 

 

「 

    

「 

    

、
「
財
産
・
情
報
基
盤
係
」

を
「
財
産
係
」

に

改
め
、
同

条
第
二

号
の

表

中
「 

Ｉ

Ｃ
Ｔ
教
育
推
進
室
」

を
削
る
。 

第
九
条

の

見
出
し
を
「
（

総
務
課
の
分
掌
事

務
）
」

に
改
め
、
同

条

中
「
総
務

企

画
課
」

を
「
総
務
課
」

に
改

め
、
同
条
第
二
十
一

号

中
「
教

育

要
覧
、

」

を
削
り
、

同
条
中

第
十
三
号

を

削
り
、

第
十
四
号

を

第
十
三

号

と
し

、
第
十
五

号

か

ら
第
三
十

号
ま
で
を

一
号

ず
つ

繰
り
上

げ
、
第
三
十
一
号

か
ら
第
四

十
二
号
ま

で

を

削
り

、
第

四
十
三
号

を
第

三
十
号

と
し
、

第
四
十
四
号

を

第
三

十
一

号
と
す
る

。 

第
九
条

の

次
に
次

の
一
条

を
加

え
る
。 

 
 

（
教
育
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

推
進
課

の
分
掌
事
務

） 

第
九
条

の
二 

教
育
総
務
部
教
育
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ

ン

推
進

課
の
分
掌

す

る

事
務
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

教
育
行
政

の

総
合
的
企
画
及
び
調
整

に

関

す

る
こ
と
。 

二 

教
育
施
策

の

策
定
及

び

重
要
施
策

の

進

行
管
理

に
関
す

る

こ
と
。 

三 

教
育
委
員
会

の
権
限

に
属

す
る
事
務

の

管

理
及
び
執

行

の
状
況

に
関
す
る
点

検
及
び

評
価
に

関
す
る
こ
と
。 

総
務
企
画
課 

総
務
秘
書
係 
文
書
・
法

人
係 

人
事
係 

教

育
政 

策
推
進
室 

広
報
室 

教
育

イ
ノ
ベ
ー 

シ
ョ
ン

推
進
課 

総
務
課 

総
合
政
策
係 

教
育

Ｄ
Ｘ

企

画

係 

学
校

教

育
イ
ノ 

ベ
ー
シ
ョ
ン
推
進
室 

秘
書
広
報
係 

文
書
・
法

人
係 
人
事
係 

」 

を 

」 

に 
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四 

県
立
学
校

の

高
等
学
校
教
育
改
革

の
推

進
（
他

の
課

の

所
掌
に

係
る
も
の

を

除
く
。
）
に
関

す
る
こ
と
。 

五 
教
育
委
員
会

の

所
掌
事
務

に
係
る
情
報

の

収

集
及
び
整

理

等
に

関
す

る
こ
と 

 

。 

六 

教
育
委
員
会

の

所
掌
事
務

に
係
る
国
際
交

流

の
調
整
に
関

す

る
こ
と

。 

七 

知
事
部
局

と
の

連
絡
調
整
（
他

の

課
の

所

掌
に
係
る

も

の
を
除

く
。
）
に
関

す
る
こ
と
。 

八 

ふ
く
お
か

教
育
月
間

に

関
す
る
こ
と
。 

九 

市
町
村
教
育
委
員
会

の
組
織
及

び

運
営

に

関
す
る
指

導

助
言
（

他

の
課
の
所

掌
に
係

る
も
の
を

除

く
。
）
に

関
す
る
こ
と

。 

十 

市
町
村
教
育
委
員
会
教
育
長
及

び
委
員

の

研

修
に
関
す

る

こ
と
。 

十
一 

教
育
改
革
推
進
本
部

に
関
す
る
こ
と
。 

十
二 

福
岡
県
教
育
振
興
審
議
会
に
関
す
る
こ

と

。 

十
三 

教
育
委
員
会

の
所
掌
事
務
に
係
る

情

報
化

の
推
進
に
関

す

る
こ
と

。 

十
四 

教
育
Ｄ
Ｘ

の

総
合
企
画

に
関
す
る
こ
と

。 

十
五 

公
立
学
校

に
お
け
る

教
育
Ｄ
Ｘ

の
活

用
（
他

の
課

の

所
掌
に

係
る
も
の

を

除
く
。
）
に
関

す
る
こ
と
。 

十
六 

教

育
委
員
会

の

所
管
事
務
に
係

る
情

報

セ
キ
ュ
リ

テ
ィ
に
関

す
る
こ
と

。 

十
七 

県
立
学
校

に
お
け
る

情
報
基
盤

の

整

備

に

関
す
る
こ

と

。 

十
八 

教
育
委
員
会

の

所
管
に

属
す
る

学
校

以
外

の
教
育
機

関

の
施
設

の
情
報

基

盤
の
整
備

に
関

す
る

指
導
助
言

に
関

す
る

こ
と
。 

十
九 

公
立
学
校

に
お
け
る

Ｉ
Ｃ
Ｔ

を

活
用

し

た
教
育
推

進
の
総
括
及

び
研
究
に

関
す
る
こ
と
。 

二
十 

教
育
長

が

特

に
命
じ
た

事
項

に
関

す

る
こ
と

。 

第
十
二

条
中
第
七
号

か
ら

第
十
号
ま
で
を

削

る
。 

（
福
岡
県
教
育
委
員
会
聴
聞
及

び
弁
明

の

機
会

の
付
与
の

手
続
に
関

す

る

規
則
の
一

部
改
正
） 

第
二
条 

福
岡
県
教
育
委
員
会
聴
聞
及

び
弁
明

の

機

会
の

付
与
の
手

続

に

関
す

る
規

則

（

平
成
八

年
福
岡
県

教
育
委
員
会
規
則
第

六

号

）

の

一
部
を
次
の

よ

う
に

改
正
す

る

。 

 

本
則
中
「
行
政
経
営
企
画
課
長
」

を
「

法
務
・

県

民
情
報

課

長
」

に

、
「
総

務
企

画
課
長
」

を
「

総
務
課
長
」

に
、
「

行
政
経
営

企
画
課
」

を
「
法
務

・

県
民
情

報

課

」
に
、
「

総
務
企
画
課
」

を
「

総
務
課
」

に
改

め
る
。 

（
福
岡
県
教
育
振
興
審
議
会
規
則
の

一
部
改
正

） 
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第

三

条 

福
岡
県
教
育
振
興
審
議
会
規
則

（
平
成

三

十
一

年
福
岡

県

教
育
委
員
会

規
則

第

二
号
）

の
一
部

を

次

の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

 
 

第
十
一
条
中
「
総
務
企
画
課
」

を
「

教
育

イ

ノ
ベ
ー
シ

ョ

ン

推

進

課
」
に

改
め

る 

 

。 

 

（

福
岡
県
知
事

の

補
助
職
員

に
対
す
る

福
岡
県
教

育
委

員
会

の
権

限

に

属
す

る
事

務

の

委
任
に

関
す
る

規
則

の
一
部
改
正
） 

第

四

条 

福
岡
県
知
事

の

補
助
職
員

に

対
す
る

福

岡
県
教
育

委

員
会

の

権
限
に

属
す

る

事
務

の
委
任
に
関

す
る

規
則
（
平
成

二
十
九

年

福
岡
県
教

育
委
員

会

規
則
第
六
号

）

の

一
部
を

次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

 
 

第
二
条
の
表
中
「
人

づ
く
り
・

県
民
生
活
部

長
」
を

「
市
町

村

・
地
域
振
興

部
長

」
に

改
め
る
。 

（
福
岡
県
教
育
委
員
会

が
実
施

す
る

指
導
改
善

研
修

に
お

け
る
認
定

の

手

続
等
に
関

す
る
規
則

の
一
部
改
正
） 

第

五

条 

福
岡
県
教
育
委
員
会

が
実
施

す
る
指
導
改

善
研

修

に
お

け

る
認
定
の

手
続
等

に

関
す
る

規
則
（
平
成
二
十
年
福
岡
県
教
育
委

員
会
規
則

第
七
号

）

の

一

部
を
次

の

よ
う
に

改
正
す
る
。 

 
 

本
則
中
「

第
二
十
五
条

の
二
」
を
「

第
二
十
五

条
」

に
改
め

る

。 

 
 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

こ
の

規
則

は
、
令
和

八

年
四
月
一
日

か
ら
施
行

す

る

。 



○ 

福
岡
県
教
育
庁
組
織
規
則
（
平
成
三
十
年
福
岡
県
教
育
委
員
会
規
則
第
一
号
）
改
正
案 

新
旧
対
照
表 

 

改 

正 

案 
 

現 

行 

 
 

（
部
に
属
す
る
組
織
） 

（
部
に
属
す
る
組
織
） 

第
八
条 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
部
に
、
当
該
各
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

課
を
置
き
、
各
課
に
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
係
、
班
及
び
室
を
置
く
。 

第
八
条 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
部
に
、
当
該
各
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

課
を
置
き
、
各
課
に
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
係
、
班
及
び
室
を
置
く
。 

一 

教
育
総
務
部 

一 

教
育
総
務
部 

総
務
課 

秘
書
広
報
係 

文
書
・
法
人
係 

人
事
係 

 

教
育
イ
ノ
ベ
ー
シ

ョ
ン
推
進
課 

総
合
政
策
係 

教
育
Ｄ
Ｘ
企
画
係 
学
校
教
育
イ
ノ
ベ

ー
シ
ョ
ン
推
進
室 

（
略
） 

（
略
） 

施
設
課 

管
理
助
成
係 

財
産
係 

施
設
係 

（
略
） 

（
略
） 

 

総
務
企
画
課 

総
務
秘
書
係 

文
書
・
法
人
係 

人
事
係 

教
育
政
策

推
進
室 

広
報
室 

  

（
略
） 

（
略
） 

施
設
課 

管
理
助
成
係 

財
産
・
情
報
基
盤
係 

施
設
係 

（
略
） 

（
略
） 

 

二 

教
育
振
興
部 

二 

教
育
振
興
部 

高
校
教
育
課 

管
理
係 

学
事
企
画
係 

指
導
班 

 

（
略
） 

（
略
） 

 

高
校
教
育
課 

管
理
係 

学
事
企
画
係 

指
導
班 

Ｉ
Ｃ
Ｔ
教
育
推
進

室 

（
略
） 

（
略
） 

 

（
総
務
課
の
分
掌
事
務
） 

（
総
務
企
画
課
の
分
掌
事
務
） 

第
九
条 

教
育
総
務
部
総
務
課
の
分
掌
す
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。 

第
九
条 

教
育
総
務
部
総
務
企
画
課
の
分
掌
す
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り

と
す
る
。 

一
～
十
二 

（
略
） 

一
～
十
二 

（
略
） 

 

十
三 

教
育
委
員
会
の
所
掌
事
務
に
係
る
国
際
交
流
の
調
整
に
関
す
る

こ
と
。 

十
三
～
十
九 

（
略
） 

十
四
～
二
十 

（
略
） 

二
十 

教
育
便
覧
及
び
教
育
調
査
報
告
書
に
関
す
る
こ
と
。 

二
十
一 

教
育
要
覧
、
教
育
便
覧
及
び
教
育
調
査
報
告
書
に
関
す
る
こ

と
。 

二
十
一
～
二
十
九 

（
略
） 

二
十
二
～
三
十 

（
略
） 

 

三
十
一 

教
育
行
政
の
総
合
的
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。 

 

三
十
二 

教
育
施
策
の
策
定
及
び
重
要
施
策
の
進
行
管
理
に
関
す
る
こ

と
。 

 

三
十
三 

教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
管
理
及
び
執
行
の
状

況
に
関
す
る
点
検
及
び
評
価
に
関
す
る
こ
と
。 

 

三
十
四 

教
育
委
員
会
の
所
掌
事
務
に
係
る
情
報
の
収
集
及
び
整
理
等

に
関
す
る
こ
と
。 

 

三
十
五 

教
育
委
員
会
の
所
掌
事
務
に
係
る
情
報
化
の
推
進
に
関
す
る

こ
と
。 

 

三
十
六 

知
事
部
局
と
の
連
絡
調
整
（
他
の
課
の
所
掌
に
係
る
も
の
を

除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。 

 

三
十
七 

ふ
く
お
か
教
育
月
間
に
関
す
る
こ
と
。 

 

三
十
八 

市
町
村
教
育
委
員
会
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
指
導
助
言

（
他
の
課
の
所
掌
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。 

 

三
十
九 

市
町
村
教
育
委
員
会
教
育
長
及
び
委
員
の
研
修
に
関
す
る
こ
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改 

正 

案 
 

現 

行 

と
。 

 

四
十 

教
育
改
革
推
進
本
部
に
関
す
る
こ
と
。 

 

四
十
一 

福
岡
県
教
育
振
興
審
議
会
に
関
す
る
こ
と
。 

 

四
十
二 

教
育
長
が
特
に
命
じ
た
事
項
に
関
す
る
こ
と
。 

三
十
～
三
十
一 

（
略
） 

四
十
三
～
四
十
四 

（
略
） 

（
教
育
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
推
進
課
の
分
掌
事
務
） 

 

第
九
条
の
二 

教
育
総
務
部
教
育
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
推
進
課
の
分
掌
す
る

事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

一 

教
育
行
政
の
総
合
的
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。 

 

二 

教
育
施
策
の
策
定
及
び
重
要
施
策
の
進
行
管
理
に
関
す
る
こ
と
。 

 

三 

教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
管
理
及
び
執
行
の
状
況
に

関
す
る
点
検
及
び
評
価
に
関
す
る
こ
と
。 

 

四 

県
立
学
校
の
高
等
学
校
教
育
改
革
の
推
進
（
他
の
課
の
所
掌
に
係

る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。 

 

五 

教
育
委
員
会
の
所
掌
事
務
に
係
る
情
報
の
収
集
及
び
整
理
等
に
関

す
る
こ
と
。 

 

六 

教
育
委
員
会
の
所
掌
事
務
に
係
る
国
際
交
流
の
調
整
に
関
す
る
こ

と
。 

 

七 

知
事
部
局
と
の
連
絡
調
整
（
他
の
課
の
所
掌
に
係
る
も
の
を
除

く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。 

 

八 

ふ
く
お
か
教
育
月
間
に
関
す
る
こ
と
。 

 

九 

市
町
村
教
育
委
員
会
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
指
導
助
言
（
他

の
課
の
所
掌
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。 

 

十 

市
町
村
教
育
委
員
会
教
育
長
及
び
委
員
の
研
修
に
関
す
る
こ
と
。 

 

十
一 

教
育
改
革
推
進
本
部
に
関
す
る
こ
と
。 

 

十
二 

福
岡
県
教
育
振
興
審
議
会
に
関
す
る
こ
と
。 
 

十
三 

教
育
委
員
会
の
所
掌
事
務
に
係
る
情
報
化
の
推
進
に
関
す
る
こ

と
。 

 

十
四 

教
育
Ｄ
Ｘ
の
総
合
企
画
に
関
す
る
こ
と
。 

 

十
五 

公
立
学
校
に
お
け
る
教
育
Ｄ
Ｘ
の
活
用
（
他
の
課
の
所
掌
に
係

る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。 

 

十
六 

教
育
委
員
会
の
所
管
事
務
に
係
る
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
関
す

る
こ
と
。 

 

十
七 

県
立
学
校
に
お
け
る
情
報
基
盤
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。 

 

十
八 

教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
学
校
以
外
の
教
育
機
関
の
施
設

の
情
報
基
盤
の
整
備
に
関
す
る
指
導
助
言
に
関
す
る
こ
と
。 

 

十
九 

公
立
学
校
に
お
け
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
活
用
し
た
教
育
推
進
の
総
括
及

び
研
究
に
関
す
る
こ
と
。 

 

二
十 

教
育
長
が
特
に
命
じ
た
事
項
に
関
す
る
こ
と
。 

 

（
施
設
課
の
分
掌
事
務
） 

（
施
設
課
の
分
掌
事
務
） 

第
十
二
条 

教
育
総
務
部
施
設
課
の
分
掌
す
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り

第
十
二
条 

教
育
総
務
部
施
設
課
の
分
掌
す
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
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改 

正 

案 
 

現 

行 
と
す
る
。 

と
す
る
。 

一
～
六 
（
略
） 

一
～
六 

（
略
） 

 

七 

教
育
委
員
会
の
所
掌
事
務
に
係
る
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
関
す
る

こ
と
。 

 

八 

県
立
学
校
に
お
け
る
情
報
基
盤
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。 

 

九 

教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
学
校
以
外
の
教
育
機
関
の
施
設
の

情
報
基
盤
の
整
備
に
関
す
る
指
導
助
言
に
関
す
る
こ
と
。 

 

十 

共
用
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
共
用
パ
ソ
コ
ン
及
び
社
会
保
障
・
税
番
号

制
度
に
関
す
る
知
事
部
局
と
の
連
絡
調
整
（
他
の
課
の
所
掌
に
係
る

も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 

 

○ 

福
岡
県
教
育
委
員
会
聴
聞
及
び
弁
明
の
機
会
の
付
与
の
手
続
に
関
す
る
規
則
（
平
成
八
年
福
岡
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号
） 

 
 

改
正
案 

新
旧
対
照
表  

改 

正 

案 
 

現 

行 

 
 

福
岡
県
教
育
委
員
会
及
び
そ
の
権
限
に
属
す
る
事
務
を
委
任
さ
れ
た
者

（
市
町
村
教
育
委
員
会
を
除
く
。
）
が
行
う
行
政
手
続
法
（
平
成
五
年
法

律
第
八
十
八
号
）
第
三
章
第
二
節
及
び
第
三
節
並
び
に
福
岡
県
行
政
手
続

条
例
（
平
成
八
年
福
岡
県
条
例
第
一
号
）
第
三
章
第
二
節
及
び
第
三
節
の

規
定
に
基
づ
く
聴
聞
及
び
弁
明
の
機
会
の
付
与
の
手
続
に
つ
い
て
は
、
福

岡
県
聴
聞
及
び
弁
明
の
機
会
の
付
与
の
手
続
に
関
す
る
規
則
（
平
成
八
年

福
岡
県
規
則
第
二
号
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同

規
則
の
規
定
中
「
総
務
部
法
務
・
県
民
情
報
課
長
」
と
あ
る
の
は
「
教
育

庁
教
育
総
務
部
総
務
課
長
」
と
、
「
総
務
部
長
」
と
あ
る
の
は
「
教
育

長
」
と
、
「
総
務
部
法
務
・
県
民
情
報
課
」
と
あ
る
の
は
「
教
育
庁
教
育

総
務
部
総
務
課
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

福
岡
県
教
育
委
員
会
及
び
そ
の
権
限
に
属
す
る
事
務
を
委
任
さ
れ
た
者

（
市
町
村
教
育
委
員
会
を
除
く
。
）
が
行
う
行
政
手
続
法
（
平
成
五
年
法

律
第
八
十
八
号
）
第
三
章
第
二
節
及
び
第
三
節
並
び
に
福
岡
県
行
政
手
続

条
例
（
平
成
八
年
福
岡
県
条
例
第
一
号
）
第
三
章
第
二
節
及
び
第
三
節
の

規
定
に
基
づ
く
聴
聞
及
び
弁
明
の
機
会
の
付
与
の
手
続
に
つ
い
て
は
、
福

岡
県
聴
聞
及
び
弁
明
の
機
会
の
付
与
の
手
続
に
関
す
る
規
則
（
平
成
八
年

福
岡
県
規
則
第
二
号
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同

規
則
の
規
定
中
「
総
務
部
行
政
経
営
企
画
課
長
」
と
あ
る
の
は
「
教
育
庁

教
育
総
務
部
総
務
企
画
課
長
」
と
、
「
総
務
部
長
」
と
あ
る
の
は
「
教
育

長
」
と
、
「
総
務
部
行
政
経
営
企
画
課
」
と
あ
る
の
は
「
教
育
庁
教
育
総

務
部
総
務
企
画
課
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 

○ 

福
岡
県
教
育
振
興
審
議
会
規
則
（
平
成
三
十
一
年
福
岡
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号
）
改
正
案 

新
旧
対
照
表 

 

改 

正 

案 
 

現 

行 

 
 

（
庶
務
） 

（
庶
務
） 

第
十
一
条 

審
議
会
の
庶
務
は
、
教
育
庁
教
育
総
務
部
教
育
イ
ノ
ベ
ー
シ

ョ
ン
推
進
課
に
お
い
て
処
理
す
る
。 

第
十
一
条 

審
議
会
の
庶
務
は
、
教
育
庁
教
育
総
務
部
総
務
企
画
課
に
お

い
て
処
理
す
る
。 
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○ 

福
岡
県
知
事
の
補
助
職
員
に
対
す
る
福
岡
県
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
委
任
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
九
年
福
岡
県

教
育
委
員
会
規
則
第
六
号
）
改
正
案 

新
旧
対
照
表 

 

改 

正 

案 
 

現 

行 

 
 

（
委
任
） 

（
委
任
） 

第
二
条 

教
育
委
員
会
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
に
、
新
し
く
設

置
す
る
県
立
美
術
館
（
以
下
「
新
県
立
美
術
館
」
と
い
う
。
）
の
事
務

の
う
ち
、
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
事
務
を
委
任
す
る
。 

第
二
条 

教
育
委
員
会
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
に
、
新
し
く
設

置
す
る
県
立
美
術
館
（
以
下
「
新
県
立
美
術
館
」
と
い
う
。
）
の
事
務

の
う
ち
、
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
事
務
を
委
任
す
る
。 

受
任
者 

委
任
事
項 

市
町
村
・
地
域
振
興
部
長 

新
県
立
美
術
館
の
設
置
に
関
す
る
こ

と 
 

受
任
者 

委
任
事
項 

人
づ
く
り
・
県
民
生
活
部
長 

新
県
立
美
術
館
の
設
置
に
関
す
る
こ

と 
 

 
 

 

○ 

福
岡
県
教
育
委
員
会
が
実
施
す
る
指
導
改
善
研
修
に
お
け
る
認
定
の
手
続
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
年
福
岡
県
教
育
委
員
会
規

則
第
七
号
）
改
正
案 

新
旧
対
照
表 

改 

正 

案 
 

現 

行 

 
 

（
趣
旨
） 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
教
育
公
務
員
特
例
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第

一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
五
条
第
五
項
及
び
第
六
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
福
岡
県
教
育
委
員
会
（
以
下
「
教
育
委
員
会
」
と
い

う
。
）
が
実
施
す
る
指
導
改
善
研
修
に
お
け
る
事
実
の
確
認
の
方
法
、

認
定
の
手
続
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
教
育
公
務
員
特
例
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第

一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
五
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
福
岡
県
教
育
委
員
会
（
以
下
「
教
育
委
員
会
」

と
い
う
。
）
が
実
施
す
る
指
導
改
善
研
修
に
お
け
る
事
実
の
確
認
の
方

法
、
認
定
の
手
続
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
申
請
） 

（
申
請
） 

第
二
条 

教
育
委
員
会
が
、
法
第
二
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
導
が

不
適
切
で
あ
る
教
諭
等
（
養
護
教
諭
及
び
栄
養
教
諭
を
含
む
。
以
下
同

じ
。
）
の
認
定
を
行
う
場
合
は
、
申
請
に
基
づ
き
行
う
も
の
と
す
る
。 

第
二
条 

教
育
委
員
会
が
、
法
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
指

導
が
不
適
切
で
あ
る
教
諭
等
（
養
護
教
諭
及
び
栄
養
教
諭
を
含
む
。
以

下
同
じ
。
）
の
認
定
を
行
う
場
合
は
、
申
請
に
基
づ
き
行
う
も
の
と
す

る
。 

２ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

第
三
条
～
第
四
条 

（
略
） 

第
三
条
～
第
四
条 

（
略
） 

（
委
員
会
の
設
置
等
） 

（
委
員
会
の
設
置
等
） 

第
五
条 

教
育
委
員
会
は
、
法
第
二
十
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る
者
で
構

成
す
る
指
導
が
不
適
切
で
あ
る
教
諭
等
の
審
査
委
員
会
（
以
下
「
委
員

会
」
と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
。 

第
五
条 

教
育
委
員
会
は
、
法
第
二
十
五
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
者

で
構
成
す
る
指
導
が
不
適
切
で
あ
る
教
諭
等
の
審
査
委
員
会
（
以
下

「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
。 

２
～
３ 

（
略
） 

２
～
３ 

（
略
） 

（
指
導
の
改
善
の
程
度
に
関
す
る
認
定
） 

（
指
導
の
改
善
の
程
度
に
関
す
る
認
定
） 

第
六
条 

法
第
二
十
五
条
第
四
項
に
規
定
す
る
認
定
を
行
う
に
当
た
っ
て

は
、
第
四
条
及
び
前
条
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

第
六
条 

法
第
二
十
五
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
認
定
を
行
う
に
当
た

っ
て
は
、
第
四
条
及
び
前
条
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

第
七
条 

（
略
） 

第
七
条 

（
略
） 
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